
                                                                 令和８年６月２４日改訂 
岡崎市立甲山中学校 

 

暴風警報及び暴風雪警報が発表された場合の登下校について 
 

 名古屋地方気象台より 

     西三河南部全域または岡崎市に 

暴風警報及び暴風雪警報が発表された時 
※ 岡崎市が含まれない西三河南部の場合は該当しません。 

  ※ 「大雨警報」「洪水警報」「○○注意報」には適用しません。 
 ※ 「暴風警報」 「暴風雪警報」及び「特別警報」等が出ていなくても，大雨や台風，雪等により，登校

が困難と判断された場合は自宅に待機し，学校に連絡してください。 
 ※ 学校独自の判断で休校になることもあります。その場合は，ライデンメール及びホームページ上でお知

らせします。 

 

「暴風警報」「暴風雪警報」が発表された場合 

警報解除時間 登下校と給食について 

６時００分までに解除 

平常通り授業を行います。 
※前日から暴風警報及び暴風雪警報の発表が予想され，給食を中止する場合があります。給食中止の連絡が前日までにあっ

た場合には，弁当の用意をお願いします。 

６時００分～１１時００分 

  までに解除 
午後１時から授業を始めます。 

警報が解除されても，道路の冠水，河川の増水等により，登校が危険なときや，交通機関の途絶等により登校

が困難な場合は，状況を学校に連絡後，登校しなくてもよい。 

登校中・登校後に警報が出た場合は、「速やかに下校」か「学校で待機し安全を確保」かをライデンメール及び

ホームページ上でお知らせします。下校可能な場合には，教員が生徒の安全を確保しながら下校させます。 

１１時以降警報継続 臨時休業とします。 

 
「特別警報」が発表された場合 

登校する前に 
生徒を登校させません。特別警報解除後も、生徒が安全に登校できると判断でき

るまで登校はさせません。 

登校後に 
生徒の生命及び安全を確保するため、学校留め置きとします。また、災害の状況

及び気象・交通機関・通学路の状況等に係る情報収集を行います。 

 
防災気象情報「大雨・河川氾濫・土砂災害」が発表された場合 

種類 生徒の登校する以前 生徒の登校後 

レベル５「特別警報」 自宅待機 
学校留め置き 

校内の高い場所または崖から離れた場所に移動 

レベル４「危険情報」 自宅待機 
学校留め置き 

校外の避難場所への移動、保護者への引き渡し等 

レベル３「警報」 平常授業 平常授業 

レベル２「注意報」 平常授業 平常授業 

※レベル４「危険情報」が解除もしくはレベル３「警報」に変更になる場合の対応については、上記の「暴風
警報」「暴風雪警報」が発表された場合に準ずる。ただし、居住地域の災害状況を把握し、安全に登校できる
と判断した時点で、授業を始める時刻をメール配信及びホームページで知らせる。 


